
高知大学教育研究部自然科学系農学部門講師及び助教再任審査実施細則 

令和６年３月28日 

規 則 第 87 号 

（趣旨） 

第１条 この細則は、国立大学法人高知大学における教員の任期に関する規則第４条第２

項に基づき、高知大学教育研究部自然科学系農学部門に所属する教員の中で、任期を付

して雇用している教員（以下「当該教員」という。）に係る再任審査の実施に関し、必

要な事項を定める。 

（再任の申出） 

第２条 当該教員は、定められた任期期間中における教育、研究、本学の運営、社会への

貢献等に関する業績について、当該任期満了の６月前までに、業績報告書（別紙様式第

１号）及び再任審査申請書（別紙様式第２号）を自然科学系長へ提出するものとする。 

（再任審査委員会） 

第３条 農学部門人事委員会（以下「人事委員会」という。）は、当該教員の再任審査を行

うため、再任審査委員会（以下「審査委員会」という。）を設置する。 

２ 審査委員会の構成は、次のとおりとする。 

 (1) 委員長 

 (2) 農学部門の教員 ７人 

(3) 他部門の教員 １人 

(4) その他委員長が必要と認めた者 

３ 委員長は、人事委員会が選出する。 

４ 第２項第２号から第４号までの委員は、委員長が選出する。委員長は、選出した委員を

人事委員会に報告し、了承を得なければならない。 

５ 委員長は、第２項第２号の委員を兼ねることができる。 

６ 委員は、原則教授とする。 

７ 委員長は、審査委員会を招集し、その議長となる。 

８ 審査委員会は、委員の３分の２以上の出席をもって成立する。 

９ 審査委員会の議決は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長

の決するところによる。 

10 委員長は、審査委員会の議事内容を人事委員会に報告しなければならない。 



（再任審査） 

第４条 審査委員会は、業績報告書及び再任審査申請書等により審査を行い、再任の可否を

審議の上、人事委員会にその結果を報告する。 

２ 前項の報告を受けた人事委員会は、再任の可否を審議の上、農学部門会議（以下「部門

会議」という。）にその結果を報告する。 

３ 前項の報告を受けた部門会議は、再任の可否を審議の上、自然科学系教授会（以下「学

系教授会」という。）にその結果を報告する。 

４ 前項の報告を受けた学系教授会は、再任の可否を当該任期満了の２月前までに審議す

る。 

５ 自然科学系長は、前項の結果に基づき再任申請書（別紙様式第３号）を学長に提出し、

承認を得る。 

 （当該教員への再任審査結果通知） 

第５条 自然科学系長は、前条第５項による再任審査結果を当該教員に対し再任審査結果

通知書（別紙様式第４－１号又は別紙様式第４－２号）により通知する。 

 （再任再審査請求） 

第６条 当該教員は、前条の決定に不服な場合には、再任再審査請求書（別紙様式第５号）

を１回に限り、自然科学系長へ提出することができる。 

２ 前項の再任再審査請求は、再任審査結果通知書受領後、７日以内に行わなければならな

い。 

（再任再審査委員会） 

第７条 前条による再任再審査を行うため、人事委員会は再任再審査委員会（以下「再審査

委員会」という。）を設置する。 

２ 再審査委員会は、第３条第２項に定める委員を除く人事委員会が選出する教授５人を

もって構成する。 

３ 再審査委員会に委員長を置き、前項に掲げる構成委員の互選により選出する。 

４ 委員長は、再審査委員会を招集し、その議長となる。 

５ 再審査委員会の成立要件及び議決要件は、第３条第８項及び第９項の規定を準用する。 

６ 委員長は、再審査委員会の議事内容を人事委員会に報告しなければならない。 

 （再任再審査） 

第８条 再審査委員会は、当該教員からの事情聴取を行うなど再任の可否を速やかに審議



の上、人事委員会にその結果を報告する。 

２ 前項の報告を受けた人事委員会は、再任の可否を速やかに審議の上、部門会議にその結

果を報告する。 

３ 前項の報告を受けた部門会議は、再任の可否を速やかに審議の上、学系教授会にその結

果を報告する。 

４ 前項の報告を受けた学系教授会は、再任の可否を速やかに審議する。 

５ 自然科学系長は、前項の結果に基づき再任（再審査）申請書（別紙様式第６号）を学長

に提出し、承認を得る。 

 （当該教員への再任再審査結果通知） 

第９条 自然科学系長は、前条第５項による再任再審査結果を当該教員に対し再任再審査

結果通知書（別紙様式第７－１号又は別紙様式第７－２号）により通知する。 

 （雑則） 

第 10条 この細則に定めるもののほか、当該教員の再任審査及び再任再審査に必要な事項

は、別に定める。 

   附 則 

この細則は、令和６年３月 28日から施行する。 



別紙様式第１号（第２条関係） 

 

業 績 報 告 書 

 

所 属                 

 

職 名                 

 

氏 名                 

 

 

自己点検評価任期：   年  月  日 ～    年  月  日（  年間） 

 

活動比率及び自己評価 

 

 教  育 研  究 
大学運営・ 

社会への貢献 

活動比率 ％ ％ ％ 

自己評価    

 

評価記号 

 「Ａ」 特に優れている 

 「Ｂ」 優れている 

 「Ｃ」 普通である 

 「Ｄ」 不 可 

 

 

 

 



Ⅰ 教 育 

 

 Ⅰ－１ 教育担当区分（講義、実験・実習等、年度毎に記載すること。） 

 

区  分 科 目 名 時間・期間・回数等 備  考 

    

    

    

    

    

    

    

 

 Ⅰ－２ 主な担当授業に対する目標とその達成度 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅰ－３ その他（上記以外の教育活動について記載すること。） 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ 研 究 

 

 Ⅱ－１ 著書・論文等（任期期間中における著書・論文等について、年代の古い順に、著

書、原著、総説、その他に区分し、それぞれ英文・和文に分けて記載すること。 

   なお、論文は、著者・タイトル・雑誌名・巻・号・最初と最後のページ及び発行年

の順に記載すること。本人が担当した部分を明示すること。） 

 

 

 

 

 

 

 Ⅱ－２ 学会発表（国際学会は特別講演、シンポジウム、パネルディスカッション、ワー

クショップ、一般演題を、国内学会は全国学会における特別講演、教育講演、シン

ポジウム、パネルディスカッション、ワークショップにそれぞれ分けて、年代の古

い順に記載すること。） 

 

 

 

 

 

 Ⅱ－３ その他学会活動で参考となる事項（年代の古い順に記載すること。） 

 

 

 

 

 Ⅱ－４ 学術賞（受賞年毎に記載すること。） 

 

 

 



 Ⅱ－５ 研究助成（研究代表者又は研究分担者として助成を受けた学術研究助成基金又

は科学研究費補助金、その他省庁からの研究費、学内外からの研究費に区分し、年

代の古い順に助成金の名称及び金額について記載すること。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅱ－６ 共同研究（年代の古い順に、研究プロジェクト名、共同研究機関名及びその実績

等を記載すること。） 

 

 

 

 

 

 

 

 Ⅱ－７ その他（上記以外の研究活動について記載すること。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ 大学運営及び社会への貢献 

部門、学部、大学運営及び社会活動に対する実績（大学運営及び社会活動について記

載すること。） 

 

 

 



別紙様式第２号（第２条関係） 

 

再 任 審 査 申 請 書 

 

  年  月  日 

 

自 然 科 学 系 長  殿 

 

所 属                 

 

職 名                 

 

氏 名                 

 

 

 私は、大学の教員等の任期に関する法律に基づく高知大学教育研究部自然科学系農学部

門講師及び助教再任審査実施細則に従って、再任可能であると申請しますので、再任審査を

よろしくお願いします。 

 

 

 



別紙様式第３号（第４条関係） 

 

再 任 申 請 書 

 

  年  月  日 

 

国立大学法人高知大学長  殿 

 

                                 自 然 科 学 系 長 

 

 

 高知大学教育研究部自然科学系農学部門講師及び助教再任審査実施細則に基づき、下記

の審査申請者を審査した結果、 

             認 め る 

下記の理由により再任を        こととしたいので承認願います。 

             認めない 

 

記 

 

所  属               

 

職  名               

 

氏  名               

 

〔理 由〕 

 

 

 



別紙様式第４－１号（第５条関係） 

 

再 任 審 査 結 果 通 知 書 

 

 年  月  日 

 

             殿 

 

                                 自 然 科 学 系 長 

 

 

 高知大学教育研究部自然科学系農学部門講師及び助教再任審査実施細則に基づき再任審

査した結果、再任について学長の承認を得られましたのでお知らせします。 

 



別紙様式第４－２号（第５条関係） 

 

再 任 審 査 結 果 通 知 書 

 

  年  月  日 

 

             殿 

 

                                 自 然 科 学 系 長 

 

 

 高知大学教育研究部自然科学系農学部門講師及び助教再任審査実施細則に基づき再任審

査した結果、下記の理由により再任を認めないことについて、学長の承認を受け決定しまし

たので、お知らせします。 

 なお、再審査を希望される場合には、  月  日までに再任再審査請求書を小職あて提

出願います。 

 

記 

 

 〔理 由〕 

 

 

 

 



別紙様式第５号（第６条関係） 

 

再 任 再 審 査 請 求 書 

 

  年  月  日 

 

自 然 科 学 系 長  殿 

 

所 属                

 

職 名                

 

氏 名                

 

 

 私は、再任を認めない旨の通知を受けましたが、下記の理由により再任再審査を請求しま

すので、よろしくお願いします。 

 

記 

 

 〔理 由〕 

 

 

 



別紙様式第６号（第８条関係） 

 

再任（再審査）申請書 

 

 年  月  日 

 

国立大学法人高知大学長  殿 

 

                                 自 然 科 学 系 長 

 

 

 高知大学教育研究部自然科学系農学部門講師及び助教再任審査実施細則に基づき、下記

再任再審査申請者を審査した結果、 

             認 め る 

下記の理由により再任を        こととしたいので承認願います。 

             認めない 

 

記 

 

所  属               

 

職  名               

 

氏  名               

 

〔理 由〕 

 

 

 



別紙様式第７－１号（第９条関係） 

 

再 任 再 審 査 結 果 通 知 書 

 

 年  月  日 

 

             殿 

 

                                 自 然 科 学 系 長 

 

 

 高知大学教育研究部自然科学系農学部門講師及び助教再任審査実施細則に基づき再任再

審査した結果、再任について学長の承認を得られましたのでお知らせします。 

  

 

 

 



別紙様式第７－２号（第９条関係） 

 

再 任 再 審 査 結 果 通 知 書 

 

 年  月  日 

 

             殿 

 

                                 自 然 科 学 系 長 

 

 

 高知大学教育研究部自然科学系農学部門講師及び助教再任審査実施細則に基づき再任再

審査した結果、下記の理由により再任を認めないことについて、学長の承認を受け決定しま

したので、お知らせします。 

 

記 

 

 〔理 由〕 

 

 

 

 

 

 

 


